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『ケノレン教会家人法』と『アルプハルトの死』に見る

主従関係の回復と仲介者の役割

一一中世における紛争解決のー側面(1)一一1

ABSTRACT 

Das >Kolner Dienstr舵 bt<und >Alpbarts Tod< 

寺田龍男

Die Ergebnisse d釘 medi晶、ristischenLiter蜘 rwissenschaftund der Gぉchichtswissenschaft時加z.en

sich und lassen sich direk飽raufeinand町釦wenden， als也sbisher ublich war. Die vorliegende 

Arbeit bietet zunachst eine Ein雌mmgin die relativ kurze， im d釦 tschsprachigenRawn vor allem 

mit dem Namen Gerd Althoffverbundene Forschungsgeschichte zu den Mechanismen der gutlichen 

Beilegung sozialer Konfl泳te;danach wird am Beispiel von >Alpharts TodくWlddes >Kolner Dienst-

rechts< exemplarisch ausgelotet， wie sich historische Wld literaturwissenscha鎚icheAnsa回 ver-

binden lassen. Als literarisches Beispiel dient der Monch Ilsan， der sich in >Alpharts Tod< von Diet-

rich von Bem fernhalt， bis ihm die hulde seines Herm durch die Fursprache von Eckhard wieder 

zuteil w註d.Diese Vorgangsweise， die im Mi恥 laltl釘 keineswegsmerkwurdig wirkte， sond回 1die 

Realitat des kodiftzierten Rechts Wld des Gewohnheitsrechts spiegelt， war eine Moglichkeit， die ver-

lorene gratia mit der Hilfe eines Verm倒的 wiederzuerlangen.Eine Beschreibung der r官levanten

Bestimmungen des >Kolner Dienstrechts< stellt die literョrischeDarstellung in einen ubergreifenden 

hisω，rischen Kontext. Den Abschluss bildet ein kurz町 Blickauf den >Azuma・M脚 ni<，einej叩卸"

sche Chronik a由化m13. JぬrhWldert，mit dem auf die Moglichkeit eines in回kulturellenVergleichs 

hingewiesen werden soll. (TERADA Tatsuo) 

o.紛争と解決のル}ル
人類の歴史が始まってから今日にいたるまで、紛争と無縁だった時代はない。歴史の変

遷の中で、あるいは個別の社会で紛争はどう受けとめられ、その解決のためにどのような

手段や措置が講じられてきたのだろうか，2 過去の人々の意識、あるいは世の機運といった

l小稿は 1998ー99年度にAlexand釘 vonHumboldt-Stiftungの助成を受け、 2C別年度から文部
科学省科学研究費補助金(萌芽的研究・課題番号 12871058)の助成を受けて行う研究の成
果の一部である。 Dievorliegende Arbeit ist ein Teilergebnis eines von der Alex釦dervon 
Humboldt-Sti食Wlggeford出回 ForschWlgsprojektes， das dann mit Hilfe eines n∞h laufenden 
Forschungsstipendiums Grant-in-Aid for Exploraωry Research， the J叩aneseMinistry of Ed郎副00.
Science， Sports and Culture， Project-No. 12871058， erweitert und vertieft werden konnte 
2 このテーマについては数多くの研究があるが、日本での最新の成果の一部として国立歴史

民俗博物館(監修)W人類にとって戦いとは』全3巻(東洋書林)1999-21側年;歴史学研
究会(編)W紛争と訴訟の文化史~ (青木書盾)20∞年(シリーズ歴史学の現在2);松木武
彦『人はなぜ戦うのか~ (講談社)2∞1年(講談社選書メチエ213);歴史学研究会(編)W戦
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抽象的なものを限られた史料から推測するのはむろん困難であるが、今日に伝わる文書か

ら係争事に関わること、すなわち「いつJrどこでJr誰と誰がJrどのような理由でJ争い、

「どのような結果にいたったかjなどのデータを集めたうえで、ある地域がある期間にど

のような危険に晒されていたかをある程度知ることは可能である。そうした実証的作業を

積み重ねた結果、ヨーロッパでは過去の歴史がほぼ、少なくとも中世までは「恒常的戦争

状態」だったととらえる見解が有力であると

これはあらためて検証するまでもない自明のこととうけとられるかもしれない。たしか

にヨーロッパにかぎらず、中世は武力を一元的に管理支配する中央集権体制がどこにも確

立していなかったから4、当事者同士が係争事を解決する手段には訴訟以外に武力の行使も

含まれていた。教会や支配者が私闘を禁じる法令を出しでも、それらにはしばしば拘束力

がなかったのであり、逆に私闘を解決するために一定の武力を使用するのが「合法的J行

為と認められていたこともすでに明らかにされている九それどころか貴族の係争事が法廷

で和解に至ることはむしろまれで、武力による復讐や自力救済が一般的だった6。欠席裁判

で自分に不利な判決が下されてもそれを無視し、あるいはそうしたリスクを初めから承知

の上で、武力によって相手を倒そうとするのが中世の一般的傾向だったのであれば、「法」

による裁定よりも当事者間の「納得J(ある意味では「合意J)が優先されていたといえよ

う70 その限りでは、すなわち当事者が武力を行使して紛争がエスカレートしでも強制カを

持ってこれを収拾する機関が欠如していたという意味においては、中世は間違いなく「暴

力Jの支配した時代だった。教会も「正義Jのための戦争、すなわち異教徒や異端者、被

追放者の率いる集団との戦いは公認していたB。しかし上記の「恒常的戦争状態Jという認

争と平和の中近世史~ (青木書店)2001年(シリーズ歴史学の現在7)を挙げておしなお
小稿の参考文献については、改訂版ないし新版がある場合、原則としてそちらを記載する。
3 V g1. Josef Fleckenstein: Rittertum zwischen Krieg und Frieden. In: ders 陥mRittertum im Mitte/-
a/ter. Perspektiven und Prob/eme. Goldbach: Keip 1997. (Bibliotheca eruditorum 19). S. 59ー76，hier 
S.59 ここでの「戦争J概念にはフェーデ(自力救済の私闘)も含まれている。
40悦伽oBnm阻mn宜m廻町E釘虹r仁:Land und f{j民err帆.，叫J
F陀管匂lC九加S1朋mMitteωe/，ωω'a/，舵'ter.5. Auflage. Wi悶len釘en:R，恥oh匙re釘r1965， S. 141王，村井章介「中世の自力救済をめぐ
つて一研究状況と今後の課題一JW歴史学研究~ 560号(1986年 l叩O月)λ、2一-8頁などを参照。
5 V以Brunner，S. 34-36，41-106 
o Wemer Rosener: Rittertum und Krieg im St，叫んrreich.In: ders. (Hrsg.): siωat und Krieg. Vom Mit・
te/a/ter bis zur Moderne. G側 ingen:Vandenhoeck und Ruprecht 2000. S. 37~3， hier S. 45. 
I Vg1. Timothy Reuter: Unruhesti.ftung， Fehde， Rebellion， Widerstand: Gewa/t und Frieden in der 
Politik der品lierzeit.In: Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die Salier und das Reich. Bd. 3. Gesel/schaft・
licher und ideengeschichtlicher 助 nde/im Reich der Salier. Sigmaringen:百lorbecke1992. S. 297-
325， hier S. 318. 
B戦士層が形成されるにつれてフェーデ、も増加し、これが農業や教会に及ぼす被害が高まる

と教会のイニシアチブで「神の平和j運動が生まれ、各地で「平和令J(Land企iede吋を起草
したり「平和破壊者J(Friedensbrecher)の概念を生む一方、騎士叙任の儀式に宗教色を強め
ることとなった。そして「正義の戦し、J(bel/um iustum)という理念を背景に十字箪の遠征が
正当化される。しかし 1095年に第一回十字軍の派遣を決めたクレルモンの公会議での「こ

れまで盗賊にすぎなかった者たちはこれから騎士になるべしJ(Nunc fiant milites， qui dudum 
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識はあくまで今日の視点による判断の所産であり、中世の人々も同じ認識を有していたか

どうかは別の問題である九中世の日本でもヨーロッパと同様に武力を私的レベルで行使す

る私闘や一定規模以上の集団での武力行使(すなわち支配権力から武力行使の大義名分が

与えられていない「私戦J)が頻発していたことは間違いなし、が10、こちらでは紛争を平和

共同体的関係の f病理的現象Jととらえる見解があり 11、これは内外の研究者に比較を可能

にする視点を提示するものであろう 12

武力の行使が正当化されるかどうかの判断基準に絶対的なものはありえず、同じ事件で

も立脚点が違えば認識が変わるのは当然である。また係争事を回避ないし調停しようとし

ても、その多種多様な形態ゆえ成文化された法体系での対処には限界があるうえ、そもそ

もなじまなかったにちがいない。このような条件のもとで問題の解決を目指す当事者は慣

習化された社会規範にも多分に依拠していたこと、すなわち成文化されていない「ノレールJ

や仲介者を立てた交渉、そして当事者たちによる公の場での儀式などが紛争の解決に重要

な意味をもっていたことが近年明らかにされつつある。

すでに 1970年代、アメリカの研究者たちを中心に紛争を解決するルールやメカニズムの

研究が提起された当初からテ}マは多岐にわたっていた13 たとえば紛争を生ぜしめる要因

は社会のし、かなる構造に内在するのか、その構造はひとたび起きた紛争にどのような影響

を及ぼすのか、また紛争自体が社会秩序に与える影響はどのようなものかなどであるが、

相対立する陣営が紛争を解決するためにとった手段や方法の文化的側面、すなわち上述の

ような公の場での行動パターンに注目した意義は特筆すべき点である140

こうした動向に、従来の歴史学の中心的位置を占めてきた政治史研究と重なる面はたし

かにある。しかし個々の政治的事件はそれぞれ固有の出来事であり、政治史は比較によっ

extiterunt rapωres.)とし、う教皇ウルパヌス2枇の宣言は、前註と閉じく戦士たちの多くの素
性を端的に伝えるものである。 Vgl.Rosener (2000)， S. 49-53 
， Ekkehard Kaufmann: A此ikel'Fehde '. In: Han伽 orterbuchzur deutschen Rechtsgeschichte Bd. 1. 
Hrsg. von Adalbert ErlerAkkehard Kaufmann. Berlin: Schmidt 1971. Sp. 1083-1093， hier Sp. 1083 
-1086はフレッケンシュタインの見解(註3)を適切に補っている。

10ただしヨーロッパの場合、ブルンナーはフェーデ、と戦争を法的に区別することの困難さ

を指摘している。 Vgl.Brwmer， S. 39 

11 ヨーロッパの中世史研究でも領主と農民の札幌について同様の見解がある。 Vgl. Brwmer， 
S. 348; Werner Ro相官:Ade/sherrschaft a/s ku/turhistorisches Phanomen. Paterna/ismus， Herr-
schaftssymbo/ik und Ade/skritik. In: Historische Zeitschrift. Bd. 268 (1999)， S. 10f 
12 石井紫郎「合戦と追捕j 同『日本人の国家生活~ (東京大学出版会)1986年、 1-72頁、特
に29頁参照。石井は「私戦」の対立概念として、支配権力の敵に対する戦いとして大義名

分のある「公戦Jを提起している。 Vgl.auch Brunner， S. 36. 
13研究史については SteffenPatzold: Konflikte a/s Thema d.er modemen Medi抑制ik.In: Hans-
W田町 G伺包 ModemeMediavistik. Stand und Perspektiven der Mittelalteゆrschung.Darmstadt: 
PrUnus 1999，S. 198-205を参照。
14 Stephen D. White:“Pactum '" Legem Vincit et Amor Judicium ". The Settlement 0/ Disputes by 
Compromise in Eleventh-CentuηWestem France. In: The American Journal 0/ Legal Hist01予・同1
22 (1978)， S. 281-308などに始まる一連の研究がある。
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て諸現象のメカニズムを知ろうとするものではなし、15 また従来の研究、とりわけ法制史学

は紛争を法秩序を乱す現象としてとらえ、もっぱら上から、すなわち支配体制の視点から

紛争を解決するシステムを分析してきたため、紛争を法廷外で解決するような事例は周辺

的な扱いを受けることとなった16

近年のコンフリクト研究の動向についてみると、アメリカ・イギリスの研究者が主とし

て中世のフランスを中心とする個別事例、特に土地所有権をめぐって教会と貴族の聞や貴

族聞に起きた紛争の実態を訴訟記録から明らかにし、平和の維持や回復のために人々がと

った行動をひとつの例について細かく追求する傾向が強いのに対して17、ドイツ語圏の研究

者たちはむしろ紛争の当事者が従った行動規範、すなわち問題解決のルールを帰納的に抽

出しようとする。こうした、必ずしも成文化されていないルールを幅広い史料から包括的

かっ体系的に記述する試みは 1990年代以降急速に強まってきた傾向であり、アングロサク

ソン系の研究と同様に国際的かっ異文化的比較が可能な点からも、ひとつの研究分野とし

て確立しつつあるといってさしっかえあるまい。日本史学の研究成果とも積極的な比較が

望まれる所以である18

とはいえ少なくとも中世のドイツ語圏に関する限り、研究の重心はやはり上層社会の分

析にある。一次史料がこの階層に由来する文書に集中している以上、それがやむをえない

のはたしかである。歴史学の研究者が依拠するのは何より発行者・受給者・日付・場所な

どが明示されている古文書であるから、必然的に文書官房の整った支配者層、すなわち国

王、大司教をはじめとする教会勢力、そして有力貴族などに目を向かせることになる。政

治に関する記述を多く含む史料としては他にも「年代記Jがあり、特にドイツ語圏の場合

これなしでは紛争の回避や調停に関する研究そのものが成り立たないと思われるほどどの

研究者も重視しているがゆ、やはり成立条件の制約(低い識字率、高価な羊皮紙、限られた

組織力など)ゆえ高位の支配者層についての記述が多くなることは避けられない。最近の

研究は国王や大司教など社会の最上層における「ノレール」については解明を進めているが、

その限定された条件ゆえ、他の社会層については研究がさらに遅れており、これまでの成

15 樺山紘一『世界を術献する眼一比較社会史入門~ (新書館)1999年、 11-12頁参照。
16 V以.Patzold， S. 200 
17 Patzold， S. 202f. 
18 争いを回避する社会的制禦装置Jという表現で同じ問題の研究の糸口をつくった勝俣

鎮夫 (W戦国法成立史論~ (東京大学出版会)1979年、 249頁)など多くの研究者により、
日本史研究においても活発な議論が展開されている。

19読み手が必ずしも特定されないうえ記述に政治的作為がしばしば認められ、さらに出来

事の日付けが往々にして明記されていないなどの点で、年代記の史料的価値はたしかに古

文書より低い。しかし年代記には日本史研究に欠かせない「日記」と共通する性格、すな

わち「古文書が一通一通内容がバラバラであり、事実の連聞を理解するのに困難であるの

に対して、日記は前後の記事に関連があって、事実の理解に一貫性がある場合が多いとい

う点で古文書にまさるJ(佐藤進一 n新版]古文書学入門~ (法政大学出版局)1997年、 4頁)
とし、う長所が認められる。
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果がどこまで普遍性を有するかは検証されていない。また(成文法も含めて)個々の史料

から「データJを知ることはたしかに可能であるが、紛争の回避や調停の具体的な経過を

知ることはしばしば困難である。つまり個々の「点Jを見つけることはできても、それら

を結びつける「線Jの把握が容易でないのである。

もちろん中小貴族の世界のように史料の少ない対象については類推することが許される

であろうし、そもそも類推が限界で、平和の維持と回避のために行われた交渉の詳細はよ

ほどの史料が発見されないかぎり飛躍的な解明は期待できないかもしれない。しかし近年、

たとえば絵画をはじめとする図像の研究が洋の東西を問わず歴史学に多大な知見をもたら

しているように、従来から知られている様々な素材を新たな視点から考察することにより、

紛争の回避や調停に関しでも研究の進展が期待できると考えられる。特にその「虚構性J

ゆえ従来の歴史研究がきびしく排除してきた文芸作品のテクストから重要な示唆が得られ

ることは、ドイツ語圏における研究の中心的役割を担う歴史学者アルトホフも強調してい

る20

史料の記述とこれに対応していると考えられる文芸作品の描写を比較し、紛争解決のル

ールをさぐる考察の出発点とすべく小稿がとり上げる事例は、主君とその「好意j (ラテン

語で一般にgratia、中高ドイツ語でhulde)を失った家臣の札機である。

1.問題処理のルーJレ一一『ケルン教会家人法』の場合

レーン制下での主従関係は、託身・封臣の宣誓・物権授与という儀礼的かっ法的行為に

よって設定された。すなわち封臣たるべき者はまず座っている主君の前に脆き、両手を合

わせて主君の手の中に差し出す託身行為(homagium)をおこなう。これが意味するのは主君の

権力への服従である。つづいて封臣は福音書や聖遺物にかけて宣誓(ラテン語のjidelit，ω、

中高ドイツ語の hulde) し、主君に対して誠実を守り、援助と助力をおこない、かっ主君に

危害を加えないことを約束する。これをうけて主君は封臣に、現実に授与される領地や諸

権利の象徴物を手渡し、儀式が完了した21 ここで封臣から主君になされる「宣誓」の中高

ドイツ語が huhたであることに注目したい。先に述べたようにこの語が「好意Jとも訳され

る以上、主君と封臣の主従関係は相互に対する huldeが前提になっているからである22

20アルトホフは多数の著作でその説を展開しているが、小稿との関連では次の 2点が重要

である。 G釘dAlthoff: Spielrege仇derPolitik im Mittelalter. Kommunilcation in Frieden und Fehde. 
Darmstadt: Primus 1997; ders目争ielendie Dichter mit den争ielregelnder Gesellsc，加ift?In: Nigel F. 
Pa1merlHans-Jochen Schiewer (Hrsg.): Mittelalter/iche Literatur und Kunst im♀')(Jnnungsfeld von 
Hofund Kloster. Tubingen: Niemeyer 1999， S. 53-71. 
“Vgl. Hans K. Sch凶ze:Grundstrukturen der Verfiω'sung im Mittelalter. Bd. 1: Stammesverband， 
Gφ19sc.加ift，Lehnswesen， Grundherrscha.ft. 3.， uberarbeite匂 Auflage.StuttgartlBer1in/K.oln: Kohl-
hammer 1995. (Urban-Taschenbucher 371). S. 73f.邦訳:ハンス .K・シュルツェ(著)、千葉
徳夫/浅野啓子/五十嵐修/小倉欣一/佐久間広展(訳) W西欧中世史事典~ (ミネルヴァ書房)
1997年 (MINERVA西洋史ライブラリー22)、56-57頁。

22 gratia/huldeの研究史においては最近まで主君ないし支配者の恋意性の強さのみに焦点を
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以上をふまえてhulde喪失という問題を考えるため、はじめに史料としてケルン大司教と

その家人(ministeriales)の主従関係を規定した『ケノレン教会家人法~ 23をとり上げる。様々な

状況で家人のとるべき行動規範を示した条文に、主従関係が破綻ないしその危機に陥った

場合に依拠すべきルールをさぐる重要な鍵が含まれているからである。

それでは主君の好意を何らかの理由で失った場合、家人はどのような行動をとるべきな

のだろうか。この点について『ケルン教会家人法』第3条は以下のように規定する。

さらに、もし大司教が家人の誰かに何らかのきっかけで腹を立て、その結果、彼

に対して好意を拒絶し、且つ相続財産を彼から剥奪したときは、件の家人は、邦

紳および(大司教)宮廷職の長官連と称される人びとに、嘆願と恭順を以て懇請

すべきである一一主君の好意を回復するために執り成してくれるように、と。も

し彼が一年以内にそれ(=好意)を回復できなければ、一年過ぎてから他の主君

(=新主)に移り替えてこれに仕えてよい。但し、主君(=本主)たる大司教に

あて、これを事実上片務的性格ととらえる傾向が強かったが、アルトホフはミッタイスの

認識がその後の研究者に規定的影響を与えたとして(HeinrichMitteis: Lehnrecht und Staats-
gewalt.【Jntersuchunenzur mittelalter/ichen 防ゲ'assungsgeschichte.Dar百lStadt:Wis細 lscha創iche
Buchgesellschaft 1958， S. 481f.， 683)、実際には双務的性格であることを強調している(Alぬoff

(1997)， S. 201f.)。なおこれと関連して、レーン制では主従関係自体にも双務的性格が強かっ

たことを想起する必要がある。帝国家人(Reichsministerialen)の場合、家人側からは主従関係

を解消できなかったという指摘がなされているが (KarlBos1: Die Reichsministerialitat der品・
/ier und S仰件r.Ein Beitrag zur Geschichte des hochmittelalter/ichen deutschen Volkes， Staates und 
Reiches. S知悦.gart:Hier鈴mann.2 Bde. 1950/51. (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 10)， 
S. 603など)、一般には家人側から主従関係を解消した例が知られているばかりか (Max
Wel加 :Der hochmittelalter/iche osterreichische und steirische Adel in alter und neuer Sicht. In: 
Kla国 Zatloukal(Hrsg.): 2. Pochlamer Heldenliedgesprach. Die historische Dietrichepik. Wien 
Fassb卸 lder1992. (Philologica Germanica 13). S. 103-124， hier S. 11 7など)、家人に長年認めて

きた「法Jを奪おうとした主君がその家人たちに殺された例も知られている(KarlBos1: Das 
問 ministerialium.Dienstrecht und Lehnrecht im deutschen Mittelalter. In: ders.: F1叫formender 
Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Munchen: Oldenbourg 1964. S. 277-326， hier S. 279)。
23内容は、主君に敵対する者に対しては主君への忠誠の誓いを守るべきこと(第 l条)、家

人の従軍義務の詳細(第2条)、主君の「好意J(gratia)を失った場合にとるべき行動(第3
条)、皇帝の戴冠式への随行義務(第4条)、法的判決は原則として「奉行J(advocatus)が下
すべきこと(第5条)、「荘園J(cu河川に関する規定(第6条)、家人同士の決闘の禁止およ
びその付帯条項(第7条)、大司教の家人と帝国家人の私闘および宗教裁判(第 8，9条)、

家人の勤仕義務およびその期間(第 10条)、大司教の「近習衆J伯milia)に対する支給義務

(第 11条)、長子相続の原則、および家人がケルン大司教の好意を失ったのちに新たな主君

に仕え、これが旧主であるケルン大司教との戦いに至った場合にとるべき行動(第 12条)

である。当時法令は一定期間ごとに更新されたため、この『家人法』も複数の版が残され

ているが、小稿が依拠するのは 1165年頃の規定を収める以下の校訂版である。 Daslangere 
Kolner Dienstrecht (e帥a116~り. In: Lorenz Weinrich (Hrsg.): Quellen zur deutschen r--e柿ssungs-，
Wirtschafts・undSozialgeschichte bis 1250. 2.， um einen Nach回8ぽwelte巾 Auflage.Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellscha食2000.併usgewahlteQuellen zur deutschen Geschichte des Mit-

telalters 32)， S. 266-279なおこの法には多くの研究があり、特に木村豊(rケルン大弓教領

の家人制一家産的主従関係の一研究-J W北海道大学文学部紀要~ 30ー2(1982年)25-128 
頁)の総合的研究には小稿も多くの教示を受けている。
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対して強奪も焼討ちも働いてはならない。しかるに、もし大司教が彼の相続財産

を剥奪せず、ただ好意を拒絶するにとどまるときは、彼は上記の一年を経たのち

は、再び好意を回復するまでは大司教に対して勤仕を控えることができる。24

大司教の好意を失っても、家人は主君を頂点とする集団からただちに追放されるわけでは

なく、一年間の猶予がまず与えられた。その聞に大司教との仲立ちをする有力者を得て主

君の好意を回復できれば再び共同体に戻ることができ、仲介者が得られない場合は新たな

主君と主従関係をむすぶ自由が与えられた。有力者の仲介が得られるかどうかが分かれ目

になるのであれば、その役割が事実上制度化されていることは明らかであるといわなくて

はなるまい。はたして、家人が復帰するための交渉をとりもっ仲介者にはきわめて強い権

限があり、交渉の過程でとりきめたことは主君も遵守するという保証を与えていたのであ

る25。

『ケルン教会家人法』はさらに第 7条で、家人どうしの争いで死者が出た場合について

も規定している。

さらに聖ベテロ(教会)のどの家人も、聖ベテロ(教会)の他の家人を相手取っ

て決闘を挑むことを得ない、一方が他方にどのような仕打ちをしたにもせよ。も

し或る家人が他の家人を勝手気俸に且つ理不尽に殺害したときは、件の被殺害者

の近親者は、殺害者をその主君たる大司教の法廷に提訴すべきである。そして殺

害者が犯行を自白したときは、当人はその主君(=大司教)の成敗に委ねられる

ものとする。26

まず家人どうしの私闘が官頭ではっきりと禁止されている。そしてそれにもかかわらず争

いが生じて死者が出た場合、被害者の近親者が大司教に訴え出るべきであると規定する。

これは近親者による血讐(Bl凶 ache)の禁止であり、この条文にどれだけの実効力があったか

は別にしても、大司教が当時の慣習だった血讐を抑止し、領内の秩序を法の力でコントロ

ールしようとしたことは明らかである。

24 Das langere Kolner Dienstrecht， A此ikel3: Item si Q7むhiepiscopusalicui ministerialium suorum 
qωωmque occasione q酔mωルelぜt，向 quodgratiam suam ei denegat et bonis suis eum exheredat， 
iIIe ministerialis nobiles terre et eωprec脚色 quisummi o.flicialesωrie vocamur， precibus et ob-
sequio invitare debet， quatinus ipsi中uddominum suum pro recuperanda gratia eius intercedant. 
Quodsi i)ロ'seI析官αnnumeamre叩戸ra陀 nonvaluerit， expleωanno ad alium dominum se transj量刑
pote叫 utiIIi serviat， ita tamen ut nec rapinas nec incendia contra dominum suum archiepiscopum 
exerceat. Si autem archiepisc1呼加 eumnon exheredat， sed tantummodo gratiam suam ei denegat， 
ipse post predictum annum expletum servitium suum domino suo archiepiscopo subtrahere potest， 
donec gratiam suam re叩tperet.(S. 266， 268);訳文は木村、5S頁による。ただし小稿の文脈ゆえ、

f;!ratiaの訳語は「好意Jに変更させていただいた。(以下同様。)
fvgl M也.off(1997)，S却7f
; Das langere Kolner Dienstrecht， A比ikel7: Item nul/us ministerialium beati Petri cum altero 
ministeriali sancti Petri mono聞 chiaminire potest， quicquid unus adversus alium fecerit. Quod si 
unus alterum pro Iibitu suo et sineω'licia occiderit， proximi illius occisi querimoniam coram 
domino suo archi伊iscopode occisore deponent， et si occisor factum confessωルerit，ipse in pote-
statem domini sui indicabitur;・(S.270);木村、 58頁。
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規定はさらにつづく。

主君の成敗に委ねられてからのちは、主君が外出するときはいつでも、三頭の馬

と二人の従僕を伴って主君に随行すべきである。従って彼は、不知不識の場合と

か、あるいは随行の道すがら思いがけなく主君が突然向きを変える場合でない限

り、いついかなるときにも、進んで主君の前に吾が姿を曝しではならない。27

主君に委ねられると、家人は常に随行しながらも主君の眼前に現われてはならないという

一見不自然な状態におかれる。しかしこの間に家人は有力者たちにとりなしを依頼するこ

とができる。

かようにして彼は、絶えずその主君に随行し、以てつねにケルン教会傘下の高位

聖職者本ちゃ邦紳その他ありとあらゆる人びとに訴えて、主君の好意を回復する

よう熱心に努力すべく、また被殺害者の死について仇敵たちと和解をとげるべき

である。 28

主君の好意を失った以上、直接の接触は不可能である。しかし仲介者を探しつづけること

によって主君にふたたび奉仕する意志のあることは示すことができる。『ケルン教会家人

法』第 7条は後段で、一年以内に調停が成立しなかった場合は家人が大司教の御殿の一室

に監禁されると規定している。外に出る機会は年に3回しか与えられず、主君の好意と仇

敵との和解がなければ終生そこにとどまらなければならなし、29 しかしその場合でも仇敵か

らは保護され、仲介者を探す機会は与えられている。こうしてみるとやはりアルトホフの

いうように、中世にはひとたび失われた「好意」はできるだけ早く回復されなければなら

ないという観念があったと考えざるをえなし、30

2.問題処理のルーJい一一『アルプハルトの死』の場合

13世紀後半にドイツ語圏の南部、おそらく今日のオーストリアで成立したと推定される

英雄叙事詩『アルプハルトの死~ 31は、当時の騎士社会における様々な「ノレールJの実態を

27 Postquam in potestatem domini iudicatus est， sequetur dominum suum omni tempore， quocumψle 
dominus ierit， cum tribus equitaturis et duobωservis， ita quod nullo tempore se conspectui domini 
sUl司ponteostendat， nisi forte inscienter vel in via， ubi dominus exinopinaωper viam， quam venit， 
subito revertitur. (ibd.， S. 270);木村、向上。
28 Sic autem dominum suum continue sequeω1; ut semper apud priores C%nienses et dominos terre 
et中 udomnes quos potest studiose labo附 prorecuperamおgratiadomini sui et ut inimicis suis de 

morte occisi reconcilietur. (ibd.， S. 270，272);木村、向上。

29 Das /anger官KolnerDienstrecht， Artikel 7， S. 272;木村、 58-59頁。
30 Althoff(1997)， S. 214 
31 内容)ベルンの主君ディートリヒは伯父の皇帝エルメンリヒに突如攻撃を宣告され、

かつてディートリヒの家人だ、ったハイメが皇帝の使者として派遣されて来る。自分の領土

をエルメンリヒの封土(lehen:65，2)として受け入れろという要求を拒んだディートリヒに若

いアルプハルトが前哨を申し出る。アルプハルトは80人の敵を倒し、さらに強者ノ、ィメと

ヴィテゲにも一対ーでは勝つが、二人に同時に襲いかかられ殺されてしまう。エッケハル

トらの助勢を得てヒルデプラントが主君ディートリヒのもとに戻り、エルメンリヒの軍を
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考察する上で好個の素材を提供している。なぜならそれらの遵守と違反がこの作品の主題

だからである。主人公のアルプハルトが初陣にもかかわらず騎士道に従い、ルールを守っ

て戦う若者であるのに対し、敵対するヴィテゲとハイメは名の知れ渡った歴戦の勇土であ

りながら二人がかりで相手を襲う男たちで、両者のパラドクスは当時の人々の行動原理を

推し測るための重要な健を幾重にも与えている。しかしここでとり上げるのはアルプハル

トが殺されてしまう戦いではなく、一見しただけでは筋の展開に大きな意味をもたない、

したがって従来の研究がほとんど対象としなかった小さな記述である。

中世ドイツ文芸の英雄ディートリヒ・フォン・ベルン(アルプハルトの主君)の軍師ヒ

ルデプラント(アルプハルトの伯父で育ての親)には弟イルザーンがいた。イルザーンは

本来修道院で暮らす聖職者だが、ディートリヒの近親者32を殺してしまったためその「好意j

(hulde)を失っている。

「今わしは主君の好意にあずかつておらんJと僧イルザーンは言った、 33

この「好意にあずかる」とは、端的にいえば主君から「恩顧を得るJことである。しかし

huldeはすでにふれたようにけっして一方的に上から下へ授受されるのではない。身分、地

位の上下にかかわりなく 34、さらに片務的でもないことは、イルザーンの申し出でも明らか

である。

「誉れ高き殿がわしの罪を許して下さるなら、

わしは殿のため、黒の僧衣の下に輝く鎖雄子で武装した

兵 1，100名を連れて来ょう。J35 

つまり許されないなら協力もしないという意志である。罪は罪として認めても、自分の行

動はあくまで自分で決めようとする点で、イルザーンはさながら独立主権者の衿持を示し

ている。文芸の世界ではなく現実に同じような事態が生じた場合に当事者がはたしてこう

した姿勢を押し通すことができたかどうかはもちろん別問題であるが、イルザーンの兄は

ディートリヒの第一の家臣ヒルデプラントであるだけに、この強気の姿勢は目につく。イ

ルザーンはやがてディートリヒの好意を回復するが、その過程の描写には、先の『ケルン

教会家人法』の規定に対応する部分がある。

ブライザハの主君エッケハノレトは、やって来たヒルデブ、ラントたち(その中にはイルザ

破る。ディートリヒの復讐を恐れるハイメとヴィテゲは紋章を隠して逃げてしまう。この

作品には数箇所に長い脱落のあるー写本のみが残存している。引用は以下の版による。 Uwe
Zimmer: Studien zu 'A争加rtsTod' nebst einem verbesserten Abdruck der Handschrift. Go即時en:
Kumtnerle 1972. (Goppinger Arbeiten zur Germanitik 6η， S. 123-197 
32原語はohem(= oheim: 406，3)だが、この語は周知のように「叔父Jr甥Jを含む様々な意
味があるためどのような血縁者かは特定できない。
33 'No han ich nit syner hulde'， sprach der monch Ylsam， (>Alpharts Tod< 320，1) 
M 伊東泰治/馬場勝弥/小栗友一/松浦順子/有川寅太郎『中高ドイツ語辞典~ (同学社)1991 
年、 286頁には「好意(身分、地位の上下にかかわりなく)Jと訳語に注釈がある。
35 'vergebe er myr myn schulde， der hochge1obet man， 
so brecht ich ym zu heljf eyljf hondert man， 
dye aber den liechten ringen trugen swartz kotten an. ' (>Alpharts Tod< 320，2-4) 
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ーンもいる)の求めに応じてディートリヒを助けるためベルン(今日のヴエローナ)に向

かう。途中でディートリヒと敵対する皇帝エルメンリヒ(ディートリヒの伯父)が派遣し

たシュトゥーデンフクスの率いる部隊に遭遇すると、イルザーンは前哨に出発した兄ヒル

デプラントを助け、彼らの活躍で敵を追い払う。ベルンに到着した一行はディートリヒの

歓迎を受けるが、イルザーンとその兵たちだけは身を隠している。

しかし僧イルザーンはひどく心配しながら

殿の好意が与えられるまで、黒の僧衣の下に輝く鎖雄子で武装した

1，100名のみごとな兵たちとともに

身を題していた。

すると殿は、あの者たちは誰なのかとたずねた。36

すでに見たように、当時の現実社会で主君の好意を失った者はそれを回復するまで主君

の目の前に現われてはならなかった。その法慣習がこの場面の描写の背景にあることは明

らかである。するとここにヒルデプラントが登場して緊張関係にある両者の仲介を試みる。

ディートリヒの軍師は主君に向かつて、控えているのは自分の弟の僧イルザーンであり、

その罪を許していただきたいと願い出る(405，2-4)。ところが主君はこれを拒絶する。

「あやつの助けなどいらぬJとディートリヒ殿は言った。

「あれは永久に私の敵だ。これを忘れるな。

あやつにはガルダのあたりでかけがえのない身内を討たれたのだ。

親族の縁も和解の道ももはや閉ざされたと知らせてやれ。J37 

これに対してエッケハルトらが異議を唱え、イルザーンはシュトゥーデンフクスの家人衆

を相手に激しい戦いをしたと告げる(407)と、ディートリヒは再びhuldeを与えることにする。

「それならば永久の平和を与えることにしよう。

みなしかと知りおけJとディートリヒ殿は言った。

「イルザーンには再びブライザノ、のライン川まで永久の平和を与える。

そなたらが証人だぞJとベルンの殿は言った。 38

ディートリヒはイルザーンを迎えてさらに言う。

36 Danoch lac vorbargen der monch Ylsam 
myt harten gro.，β'en sorgen， bys manjm holde gewan. 
er vnd sin closterman， eyljJhondert wolgethan， 
dye aber den liechten ringen drugen swatrz kotten an. 
3Daimg erap-meFぜ. were sye mochten sin. (>Alpharts Tod< 404，1-405，1) 
7 'No darffich nit syner heljJ'， 伊rachherre均Ittrich，
'ich bin sin steder .fint， das町'.ssycherlich. 
er sluc myr vor Garten den lieben ohem myn: 
3vruntzchqgt vndstme saljm gar vomagusyn・(>Alph副 sTodく406，1-4)
8・'Daswel ichjn lasen genysen'， sprach herre均伽ch，
‘eynen steden vreden， das ltう'.sentsycherlich， 
sal er gein Brysach han weder an den命'n.J 
also司prachder von Bem. ‘des solt yr gewert sin.' (>Alpharts Tod< 408，1-4) 
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「僧イルザーンの罪は許そう。

そなたらのために好意を与えたのだ。親族も家人衆もこれを知っておくがよい。j

こうして彼は誉れ高き主君、ベルンの高貴な殿と

家人衆すべての賛辞に迎えられた。 39

f好意jを拒否されて身を隠さざるをえなくなっていたイルザーンは主君の眼前にふたた

び姿を現わすことができるようになった。その過程で大きな役割を果たしたのがエッケハ

ルトらの異議ととりなしであることは論をまたない。また一方、主君ディートリヒが常に

公の場を意識していることもこの描写から明らかである。当時の社会では、家臣のひとり

に「平和J(vride)40が与えられるかどうかという問題は、けっして主君と当該家臣の個人的

関係のみでは決まらなかった。重要な決定をする場合、主君は家臣団の意見に耳を傾け、

合意を形成しなければならなかったのである。

3.展望

日本では、たとえば『平家物語』や『太平記』はともに文芸作品でありながら歴史学者

にもしばしば引用されるが、ヨーロッパでは歴史学者が文芸作品を引用することはまれで、

たとえ引いても欄外的な扱いの域を出ない41 英雄叙事詩」や「武勲詩Jにも日本の「軍

記物語Jと閉じく戦闘や紛争の描写が多いにもかかわらず、それらの史料としての価値が

歴史学者に十分に認められているとはいえなし伊。文学研究者の姿勢も逆の意味において同

様で、相互の境界にまたがる研究は非常に少ない。アルトホフが両分野の研究者の協力を

39 er司prach:‘vergebensy dye schult dem monch Ylsam. 
dorch vch so hab er hulde， das wys moge vnd man. ' 
Do entphingjne lobelich der forst lobesam， 
der edel VOgt von Bem vnd alle sin man. (>Alpharts Tod< 410，3-411，2) 
40主君がある特定の個人に「平和Jを与える場合、それは「好意Jと表裏一体をなしてい

た。一方武力行使の紛争で「平和Jが約束された場合、それは当事者に強い拘束力をもっ

ルールとして尊重しあわなければならなった。 Vgl.Al血off(1997)，S. 205，208. 
41たとえばシュマーレは、①『ニーベルンゲ、ンの歌』では物語の核となる 5世紀の出来事

が非現実化されて 12世紀当時の「現実Jの要素で構成されている、②ごく少数ながら実在
した人物が登場するものの、彼らは個々に活躍した時代が異なるにもかかわらず物語で共

存させられている、などの点を指摘している。 Vgl.Franz咽JosefSchmale:Funktion und Formen 
mittelalterlicher Geschichtsschreibung. Eine Ei.時舟hrung.Mit einem BeI'位agvon Hans-Wern釘Goe包.
2.， unveranderte Auflage. Dannstadt: Wissenschaftliche Buchgesel1schaft 1993， S. 15， 28f 
42西洋における歴史研究の動向と将来の課題を報告したゲッツは史料論についても項目を

立てているが、文芸作品を史料として見直す可能性について具体的には論及していない。

Vgl. Goetz (1卯9)，S. 157-173.しかし戦闘の実態を研究する場合に文芸作品がきわめて重要

な「史料Jであることはまちがいない。例として高橋昌明「日本中世の戦闘J(同『武士の
成立・武士像の創出~(東京大学出版会)1999 年、 233-263 頁)233 頁、およびAndr回sKus回lig・
Probleme um die Kamp"たzwischenRudolf und Otto.加rund die Schlacht bei Dumkrut und Jeden-
speigen am 26. August 1278. In: Max WeltinlAndreas Kustemig (Hrsg.): Ottokar-Forschungen. 
Wien: VereinぬrLandeskunde von Niederosterreich und Wien 1979. (Jahrbuch fur Landes加似た
von Niederosterreich. Neue Folge 44/45). S. 226ー311，hier besonders S. 262-272， 309f. 
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提唱しながら、その言い回しが非常に慎重であるのはこうした背景ゆえのことと思われる43

このように歴史学と文学の垣根が高いのはなぜだろうか。

中世ヨーロッパの文芸作品の場合、当時の現実社会との接点となる記述が日本の場合よ

りはるかに少ない点が理由のひとつとして考えられる。すなわち主要な作品のほとんどで

実在が証明されている人物や年代の表記が欠如しているため、史料としての価値に大きな

疑問符がつくのである。『アルプハルトの死』の場合も、実在の人物と比定しうるのはディ

ートリヒ・フォン・ベルンとエルメンリヒのみであり、他の登場人物については実在した

かどうかが不明であるへしかもエルメンリヒのモデルとされるエルマナリクは375年の「フ

ン族侵入」の際に死亡しているのに対し、ディートリヒのモデルである東ゴート王テオド

リックは455年頃の生まれなので、『アルプハルトの死』では事実レベルでも伝承レベルで

も素材が混合されているのは明らかである。しかも作品の成立が 13世紀の後半であるとな

れば、テオドリックなどを研究する歴史学者には史料となりえなし、45 また宮廷文芸の描く

騎士社会はしばしば実態とかけ離れていること、そして現実にはそれがし、かに粗野で暴力

に満ちていたかについてもすでに指摘がなされているへ

一方文学研究の側にも歴史研究と一線を画す、というより限度を超えまいという自己抑

制がはたらいているように恩われる。歴史学の成果を応用する場合、文芸作品個々の描写

に歴史事実の反映を読み取る作業にはもちろん実証性が要求される。そして何より、「事実j

と「虚構Jの嵯別をしなければならない。よく知られているように、 19世紀前半頃までは

当時の人々が抱いていた古典古代や中世に対する高い関心にも影響されて、研究者の間で

は文芸作品の描写をそのまま当時の社会の実態ととらえる傾向が強かった。その後実証主

義的研究法が確立してゆく過程で「本文批判J(Te立ritik)作業においてはそのような時代色

が薄れたが、ナチス時代になると今度は「思想Jを反映した解釈が時流を支配する。第二

次大戦後はドイツが東西に分断されたこともあり、研究者たちは好むと好まざるとにかか

わらずイデオロギーに敏感にならざるをえなかった。現在の研究者が「文学Jと「歴史J

を対照する試みに対して態度が慎重になる背景にはそうした過去の影響もある47。

43 Althoff(1999)， S. 53. 

判ただし考察の対象を『アルプハルトの死』から同じジャンル(iディートリヒの歴史叙事

詩J) の『ディートリヒの敗走』や『ラヴェンナの戦い~ (どちらも 13世紀後半の成立)に
移すと、いく人かの登場人物を実在の人物と比定できる可能性がある。

45 日本でよく知られている『ニーベルンゲンの歌~ (12∞年頃成立)でもエルメンリヒのか
わりにフン族の王エッツェル(=アッティラ)が加わるにすぎない。しかもこのアッティ

ラ(1ー453)も現実にはテオドリックとは活躍した時期がまったく重ならないため『ニーベル
ンゲンの歌』も人物の実証的研究の史料とはなりえない。上記の『ディートリヒの敗走』

や『ラヴ‘ェンナの戦し、』の場合も基本的に違いはない。(この点については註 41も参照さ

れたい。)
46 Vgl. z. B. Amo Borst: Das Rittertum im Hochmittelalter. Ideen und Wirklichkeit. In: ders. (Hrsg.): 
Das Rittertum im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976. (Wege der For-
schung 349). S. 212-246， hier S. 219f. 
引 Vgl.0曲idEhrismann: Nibelungenlied. Epoche -Werk -Wirkung. Munchen: Beck 1987， S. 
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けれども小稿が意図したのは、 13世紀の物語から作品成立に 700年以上先行する出来事

に直接結びつくような記述をさがし出すことではない。登場人物が実在したかどうかはひ

とまず措き、彼らの行動が作品成立当時の法など一定の社会規範を反映している可能性が

あればそれをさぐる、すなわち「作品Jと社会の「システムjの関係に目を向けることで

ある。中世社会の実相を伝える史料はもとより限られた量しか残されていない。研究者が

いくら実証作業を積み重ねて「点Jを発見しでも、それらを結んで「線Jにつなぐことは

容易でない。そのような状況を承知しつつあえて述べれば、文芸作品ばかり、あるいは古

文書ばかりに依拠しては、中世社会のある一面のみを特定の視点でとらえることにしかな

らない48。この社会の多様な、時には錯綜し、それでいて互いに有機的につながりあってい

たもろもろの側面により多くの光をあてるためには、文学と歴史学に限らず様々な分野の

研究の連携が有効であり、またそうして初めて「点Jや「線」から「面j レベルへの発展

も可能になるのではないだろうか。もちろん国際的な比較を通してより広い視野から多角

的に検討することも十分可能であろう。小稿で取り上げた「主君の好意を失った者Jの扱

いや「仲介者Jの有無と処分の関係などの点で、日本の史料や軍記物語の記述は海外の研

究者にも新たな視点を提示すると思われる。

ひとつだけ例を挙げたい。鎌倉幕府の御家人結城朝光は先の将箪源頼朝を偲んで「忠臣

はニ君に仕えずJと言い、頼朝の遺言とはいえ出家しなかったことを悔いた。すると閉じ

く御家人で侍所所司の梶原景時は、朝光はこ代将箪頼家に謀反を企んでいると讃訴した。

しかし御家人たちが結束して逆に景時を弾劾すると、景時は一族を引き連れて鎌倉を離れ

る。結局正治2年(1200年)正月 20日、上洛を企てた景時は討伐に向かった御家人や在地

武士により駿河国弧ケ崎で一族もろとも討たれる。これがいわゆる梶原景時の乱であるが、

『吾妻鏡』はその渦中の正治元年 11月l3日について「辛丑 陰る。梶原平三景時、かの状

く訴状〉 を下し給はるといへども、陳謝に能はず。子息親類等を相率して、相摸国一宮に

下向す。ただし三郎兵衛尉景茂においては、しばらく鎌倉に留ると云々 J49と記す。緊張が

242-285; Thomas Bein: Germ.anistische Mediavistik. Eine Einfuhrung. Berlin: Schmidt 1998. 
(Gnmdlagen der Germanistik 35)， S. 83-88. 
48この問題は日本でもさまざまな観点から論究されており、最近でも大隅和雄「史料とし

ての文学作品JW岩波講座日本通史別巻 3 ・史料論~ (岩波書店)1995年、 265ー279頁;) 11合
康『源平合戦の虚像を剥ぐ~ (講談社)1996年(講談社選書メチエ 72);大喜直彦「中世に

おける「人」の認識JW歴史学研究~699 号(1997 年 7 月)、 19-29， 62-64頁;近藤好和『弓
矢と刀負1J ・中世合戦の実像~ (吉川弘文館)1997年(歴史文化ライブラリー20);高橋自明

(1999年);五味文彦「合戦記の方法J 同『増補吾妻鏡の方法・事実と神話にみる中世~ (吉
川弘文館)2000年、64-85頁;近藤好和「軍記物語からみた中世の武器の使用と戦闘JW箪
記と語り物~ 36号 (2000年)3-14頁;) 11合康「治承・寿永の戦争と『平家物語~J 同 15-25
頁;今井正之助「騎馬武者が馬より下りる時j同 26-37頁;坂井孝一『曽我物語の史実と

虚構~ (吉川弘文館)2∞o年(歴史文化ライブラリー107);佐伯真一「合戦のルールとだま
し討ちJW軍記と誇り物~ 37 号 (2001 年)10ー21 頁;上横手雅敬『源平争乱と平家物語~ (角
川書盾)2001年(角川選書322)など多数がある。

49引用は永原慶二(監修)・貴志正造(訳注)W全訳吾妻鏡』第2巻(新人物往来社)1976 
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高まった状況で景時が一族を引き連れて鎌倉を離れながらも、息子の景茂を残している点

に注目したい。はたして 18日条によると事態は次のように展開する。「丙午晴る。中将

家比企右衛門尉能員が宅に渡御。南庭において御鞠有り。北僚五郎時連、比企弥四郎、富

部五郎、細野四郎、大輔房源性等これに候ず。その後御酒宴の問、梶原兵衛尉景茂御前に

候ず。また右京進仲業、銚子を取りて同じく候ず、羽林景茂を召し、仰せて云はく、近日

景時権威を振ふの余り、傍若無人の形成有り。よって諸人一向に訴状を上く¥仲業すなは

ち訴状の執筆たるなりと云々J500

二代将軍頼家と幕府の要人たちは比企能員の邸宅に集まり、まず庭で「御鞠Jを行う。

その後「酒宴」が催され、件の景茂も加わっている。頼朝の死後、宿老による集団支配で

はなく「頼家の意向にしたがう道を選択したJ51梶原景時とその一族にとり、交渉の場が将軍

頼家の有力な支持者である比企能員邸であるのは、結果の如何にかかわらず受け入れやす

い条件だったにちがいない。すなわち能員こそ仲介者にふさわしい人物だったのである。

またここでは「酒食を共にすることによって人と人とを緊密に結びつける宴会が、主従関

係を強固にするものとして重視されたJ52ことも思い出される。表面上は頼家への私的な饗

応だが、このような形式をととのえて初めて、公的な手続きでは処理しきれない紛争の解

決を模索することが可能になったのではないだろうか。またその背景には「家」のアジー

ル的性格があったと思われる。すなわち比企氏の邸宅は、将軍頼家(ないしはむしろ幕府

中枢の宿老たち)と景時の争いに関する限り、一種の治外法権的性格をもっ場として機能

していたと考えられるからである5えそうであればこれに先立つ蹴鞠も単なる遊戯ではなく、

その儀礼的性格によって紛争処理の過程に一定の役割を果たしたのではないだろうか。『吾

妻鏡』からは将軍頼家の蹴鞠への熱中ぶりがうかがえ54、蹴鞠を催すことが主客頼家に対す

る重要な饗応だったことは疑いないので、敵対者との折衝を酒宴の場で行うとし、う流れの

中でそれなりの意義を認めてよいと思われる。

年、 371頁による。なお|日字体を新字体に改めさせていただいたところがある。
50向上、 371-372頁。

51 永井晋『鎌倉幕府の転換点・『吾妻鏡』を読みなおす~ (日本放送出版協会)2∞o年 (NHK
ブックス 904)、67頁。
52網野善彦「宴(中世)J ~日本史大事典』第 l 巻(平凡社) 1992年、 746ー747頁、ここで
は746頁。
53 網野善彦 n増補]無縁・公界・楽一日本中世の自由と平和~ (平凡社)1996年(平凡社ラ
イブラリー150)、214-225，319-323頁参照。
"渡辺融・桑山浩然『蹴鞠の研究・公家鞠の成立~ (東京大学出版会)1994年、 76ー77頁も
参照。
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